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「未来投資戦略２０１８」等の進捗状況（１）

1

【未来投資戦略201８（抄）】

記載内容 進捗状況

 「PPP/PFI 推進アクションプラン（平成30 年改定版）」（平成30 
年６月15 日民間資金等活用事業推進会議決定。以下この節に

おいて「アクションプラン」という。）の従来からのコンセッション重
点分野である空港、上水道、下水道、道路、文教施設、公営住
宅、クルーズ船向け旅客ターミナル施設及びMICE 施設に加え、

新たに重点分野とされた公営水力発電及び工業用水道につい
て、数値目標達成に向けた取組を強化する。

※【 PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版） （抄） 】
②水道

• 平成２６年度から平成３０年度までを集中強化期
間として、６件の具体化を目標とする

 地方公共団体におけるコンセッション
方式の検討状況については、これまで
に６つの地方自治体において、資産評
価（デューディリジェンス）又は同等の
検討が終了した。

 また、「水道分野における官民連携推
進協議会」等において、事例の紹介な
どを実施し、地方公共団体によるコン
セッション事業の活用を促進していく。

地方公共団体 備 考

大阪市
• 平成27年2月・平成28年2月に実施方針に関する条例改正案を議会に提出したが、成立しなかった
• 今後、改正水道法に基づくコンセッション方式の導入を検討する意向

奈良市
• 平成28年3月に実施方針の条例案を議会に提出したが、成立しなかった
• 平成29年度に調査（水道施設の資産調査）を実施
• 今後、改正水道法に基づくコンセッション方式の導入を検討する意向

宮城県
• 平成29年度に調査（水道施設の資産調査等）を実施
• 宮城県上工下水一体官民連携運営検討会を開催（平成28・29年度：全4回）
• 今後、水道法が改正されれば、実施方針の条例案について検討を行う

浜松市
• 平成29年度に調査（水道施設の資産調査等）、マーケットサウンディングを実施
• 今後、水道法の改正を踏まえ、課題を見極めた上で導入可否を判断する

伊豆の国市 • いずれも、平成29年度に調査（水道施設の資産調査等）を実施
• 今後、調査の結果を踏まえ、コンセッション方式の導入について検討を行う村田町



○先進事例及び国の取組の発表
・水道事業者及び民間事業者の取組発表（例）
広域化と官民連携事業の取り組みについ
て（水道事業者）

上工下水一体官民連携運営について
（水道事業者）

水道分野におけるPFI/コンセッション推進
の取組みについて（民間事業者）

・厚生労働省、経済産業省の取組発表

○グループディスカッション

水道事業者は事業が有する課題、民間事業者
はそれぞれが有する水道に関する技術・事業内
容を発表し、ディスカッションする。

○フリーマッチング

民間事業者が、それぞれ希望する水道事業者
と自由に意見交換を行う。

【水道分野における官民連携推進協議会】
我が国の水道分野(水道事業及び工業用水道事業)が抱える様々な課題に対して、コンセッション方
式を含む官民連携の推進や広域化など多様な形態による運営基盤の強化を推進することが不可欠
である。そのため、厚生労働省と経済産業省が連携し、官民連携に一層取り組みやすい環境を整え、
水道事業者等と民間事業者との連携（マッチング）を促進することを目的とした「水道分野における官
民連携推進協議会」を全国各地において開催している。

グループディスカッション

開催実績

年度 開催実績

平成22年度 3回

平成23年度 3回

平成24年度 5回

平成25年度 4回

平成26年度 4回

平成27年度 4回

平成28年度 4回

平成29年度 4回

平成30年度

第1回(8/20) ：埼玉県
第2回(10/15) ：福島県
第3回(12/3) ：熊本県
第4回(2/12) ：静岡県

平成30年度の実施内容例

※平成30年度参加実績
（第1回：16水道事業者、36民間事業者、85人）
（第2回：14水道事業者、34民間事業者、83人） 2

：既開催都道府県

「未来投資戦略２０１８」等の進捗状況（２）



「未来投資戦略２０１８」等の進捗状況（３）
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【未来投資戦略201８（抄）】

記載内容 進捗状況

 関係府省は、所管事業に関する国庫補助
や地方交付税措置について、改革のインセ
ンティブを阻害する仕組みの排除や、改革を
促進するインセンティブを組み込む視点から
点検等を行う。

 水道事業においては、公共施設等運営権
制度を活用している地方公共団体において
も、国庫補助制度が活用できるよう措置済
みである。また、先行してコンセッション方式
の検討を進めている水道事業者等を支援で
きるよう平成31年度概算要求においても引
き続き要求している。

 関係省庁は、混合型の公共施設等運営事
業に国庫補助等が行われる場合の契約の
妥当性、契約手続の合規性を担保するため
に必要な仕組みを整理し、関係地方公共団
体に周知する。また、今後の各分野での先
行案件の取組を踏まえて、標準仕様書、設
計指針等について、運営権者の創意工夫が
反映できるよう改定を行う。

 契約額の妥当性等の確認及び標準仕様
書等の改定については、水道分野では先行
案件がないため、他分野の先行案件におけ
る取組事例の把握に努め、今後、コンセッ
ションの導入が見込まれる関係地方公共団
体等に対し、必要に応じ周知していく。



「未来投資戦略２０１８」等の進捗状況（４）

【インセンティブ改革を通じた公共サービス改革の飛躍的発展とこれを支える強固な体制の整備に向けて（抄）】

記載内容 進捗状況

 上下水道分野の公共施設等運営権事業においては、
物価変動リスクを全て運営権者に転嫁するのは非現実
的であり、一定の定義された範囲を超える物価変動が生
じた場合には料金への転嫁を可能とする仕組みが必要
である。年内をめどに関係府省において物価変動の定
義と料金への転嫁に関する計算式を規定し、関連する
自らのマニュアルや許可基準の中に規定するなど、活用
を徹底する仕組みを構築する。内閣府では、これを受け
てガイドラインを策定する。

 水道法の一部を改正する法律案に
ついては、平成30年３月９日に国会へ

再提出し、７月５日に衆議院で可決、
同日参議院へ送付し、現在、継続審
議となっている。引き続き、早期成立
に向けて取り組んでいく。

 物価変動の定義と料金への転嫁に
関する計算式について検討し、改正法
の成立後、関連するマニュアル等に規
定していく。

 平成30年通常国会における水道法改正が成立した場

合の、公共施設等運営権方式に関する事項で政省令等
に委任されている部分や、民間企業が水道事業の運営
に関わることを前提にした料金原価の算定方法等に関
する事項について、関連する地方公共団体や民間企業、
専門家の意見等を踏まえながら、必要な措置を講ずる。

 水道法の一部を改正する法律案に
ついては、平成30年３月９日に国会へ

再提出し、７月５日に衆議院で可決、
同日参議院へ送付し、現在、継続審
議となっている。引き続き、早期成立
に向けて取り組んでいく。

 水道事業において、先行案件を形成するために、公共
施設等運営権方式の国内における成果が確認される前
に取り組む案件など一定のものに限って、交付金や補助
金による措置等によって、地方公共団体の新たな負担
感を最大限なくす仕組みの導入を検討する。

 先行してコンセッション方式の検討を
進めている水道事業者等を支援でき
るよう平成31年度概算要求においても

引き続き要求している。
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